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お知らせ

問
総
務
課　
　
　

撒（
57
）４
１
２
８

日
12
月
11
日（
月
）〜
31
日（
日
）

運
動
の
重
点

①
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

②
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

　

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

　

用
の
徹
底

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

④
「
夜
間
走
行
中
の
原
則
ハ
イ
ビ
ー

　

ム
」の
徹
底
及
び「
反
射
材
の
効
果

　

的
な
着
用
」の
推
進

問
栃
木
県
税
事
務
所

　

軽
油
引
取
税
調
査
担
当

　

撒
０
２
８
２（
23
）６
８
８
２

　

農
業
委
員
会
事
務
局
撒（
57
）４
１
０
９

　

（
耕
作
証
明
書
に
つ
い
て
）

　

栃
木
県
で
は
、
毎
年
１
月
に
、
農

業
用
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
を
一
括

し
て
交
付
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
野
木
町
役
場
（
新
館

２
階
大
会
議
室
）
で
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。
受
付
日
時
等
は
次
の
と
お

り
で
す
の
で
、
交
付
を
希
望
す
る
方

は
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

１
．
受
付
日
、受
付
時
間
、対
象
地
区

　
　

お
よ
び
受
付
会
場

※
朝
一
番
、
午
後
一
番
の
時
間
帯
は

　

混
雑
し
ま
す
。
遅
い
時
間
帯
が
比

　

較
的
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

※
更
新
手
数
料
４
２
０
円
は
、
つ
り

　

銭
の
無
い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

　

し
ま
す
。

※
右
記
の
期
日
に
申
請
す
る
こ
と
が

　

難
し
い
場
合
は
、
県
税
事
務
所
に

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

２
．
申
請
の
際
に
持
参
す
る
も
の

①
免
税
軽
油
使
用
者
証

②
印
鑑

③
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報

　

告
書

※
新
規
申
請
以
外
の
方

　

（
納
品
書
又
は
領
収
書
を
添
付
、写

　

し
で
も
可
。未
使
用
の
免
税
証(

原

　

本)

を
添
付
。）

④
使
用
者
証
更
新
手
数
料
４
２
０
円

※
新
規
申
請
及
び
使
用
者
証
更
新
の

　

場
合

⑤
耕
作
証
明
書

※
新
規
申
請
及
び
耕
作
面
積
が
変
更

　

に
な
っ
た
場
合

　

（
使
用
者
証
更
新
の
み
の
場
合
、耕

　

作
証
明
は
不
要
で
す
。）

注
意
事
項

①
新
規
申
請
の
方
は
、
免
税
証
の
交

　

付
は
後
日
に
な
り
ま
す
。

②
平
成
30
年
の
一
括
交
付
で
は
、
地

　

方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
農
業
等

　

に
係
る
免
税
制
度
に
つ
い
て
は
現

　

在
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
の
経

　

過
措
置
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
時

　

点
で
は
制
度
延
長
が
未
定
の
た
め
、

　

今
回
の
一
括
交
付
で
交
付
と
な
る

　

数
量
は
前
年
度
交
付
し
た
１
年
間

　

分
と
同
数
量
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
交
付
数
量
が
増
と
な

　

る
方
に
つ
い
て
、
増
分
の
免
税
証

　

の
交
付
は
制
度
延
長
決
定
以
降
に

　

な
り
ま
す
。

③
新
規
申
請
及
び
免
税
機
械
の
追
加

　

や
入
替
え
を
さ
れ
る
方
は
、
機
械

　

を
取
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　

書
類
（
契
約
書
・
納
品
書
・
領
収

　

書
等
）
を
持
参
す
る
か
、
機
械
の

　

「
メ
ー
カ
ー
名
」「
型
式
」「
馬
力
」

　

を
メ
モ
等
に
控
え
て
き
て
く
だ
さ

　

い
。

④
国
税
及
び
地
方
税
の
滞
納
処
分
を

　

受
け
ら
れ
た
方
は
、
処
分
解
除
の

　

日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
け
れ
ば

　

申
請
で
き
ま
せ
ん
。

９時～
　11時 30分
共同・受委託

13時～
　15時 30分
共同・受委託

９時30分～
　11時 30分
友沼学区

（松原含む）

13時～
　　15時
南赤塚学区

（丸林西含む）

９時30分～ 11時 30分
野木学区　佐川野学区

人
権
標
語

　
　

け
ん
か
し
て　

　
　
　
　
　

ご
め
ん
ね
い
い
よ　

す
ぐ
な
か
な
お
り

野
木
小
学
校　

海え

び

ぬ

ま

老
沼　

穂ほ

の

か

乃
香


